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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付� �
� 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知��
� 6月15日
国　税／�4月決算法人の確定申告�

（法人税・消費税等）�6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告� �
� 6月30日
国　税／�7月、10月、1月決算法人�

の消費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 6月30日

地方税／�個人の道府県民税・都民税
及び市町村民税・特別区民
税の納付（第1期分）� �
� 市区町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

労　務／�児童手当現況届（市区町村
役場から通知が届いた場合）�
� 6月30日

　令和8年4月1日以降は、不動産所有者の氏名・住所の変更日か
ら2年以内の変更登記が義務化されるとともに、所有者に代わり
法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
これに先立ち、個人がスマート変更登記を利用するための事前手
続が、今年4月21日から始まっています。



6 月号─2

　

会
社
経
営
で
は
、
売
掛
金
が
入
金

さ
れ
な
い
、
取
引
先
が
急
に
倒
産
し

た
、
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ

た
時
や
、
ト
ラ
ブ
ル
に
備
え
る
た
め

の
経
理
処
理
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
す
。

　
　
　
取
引
先
の
倒
産
と
は
　

　

倒
産
の
法
律
上
の
定
義
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
一
般
的
に
会
社
が
買
掛
金

や
借
入
金
と
い
っ
た
債
務
を
返
済
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
が
継
続
で

き
な
く
な
っ
た
状
態
の
こ
と
を
倒
産

と
い
い
ま
す
。
倒
産
に
は
「
法
的
な

倒
産
」と「
事
実
上
の
倒
産
」が
あ
り
、

法
的
な
倒
産
は
「
破
産
手
続
」、「
民

事
再
生
手
続
」、「
会
社
更
生
手
続
」

な
ど
法
的
手
続
に
よ
り
倒
産
状
態
と

認
め
ら
れ
た
状
態
を
指
し
ま
す
。

破
産
手
続
…
裁
判
所
が
破
産
手
続
の

開
始
を
決
定
し
、
破
産
管
財
人
を

選
任
し
て
、
そ
の
破
産
管
財
人
が

債
務
者
の
財
産
を
金
銭
に
換
え
て

債
権
者
に
配
当
す
る
手
続

民
事
再
生
手
続
…
経
済
的
に
苦
し
い

状
況
に
あ
る
法
人
等
が
、
自
ら
立

て
た
再
建
計
画
案
に
つ
い
て
、
債

権
者
の
多
数
が
同
意
し
、
裁
判
所

も
そ
の
計
画
案
を
認
め
る
こ
と
に

よ
り
、
債
務
者
の
事
業
再
建
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
手
続

会
社
更
生
手
続
…
経
営
破
綻
し
て
い

る
債
務
者
を
再
建
さ
せ
る
手
続
と

い
う
点
で
民
事
再
生
手
続
と
共
通

し
て
い
る
が
、
株
式
会
社
だ
け
が

利
用
で
き
る
点
が
異
な
る

　

他
方
、
事
実
上
の
倒
産
は
、
経
営

破
綻
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
法
的

な
倒
産
手
続
を
行
っ
て
い
な
い
状
態

や
、
不
渡
手
形
に
よ
っ
て
銀
行
取
引

が
停
止
し
た
状
態
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　
　
　
貸
倒
引
当
金
　

　

取
引
先
の
倒
産
な
ど
に
よ
っ
て
売

掛
金
や
貸
付
金
と
い
っ
た
債
権
を
回

収
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
こ
と

に
備
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
損
失
額
を

計
上
す
る
引
当
金
を
、
貸
倒
引
当
金

と
い
い
ま
す
。
法
人
税
法
で
は
、
貸

倒
引
当
金
の
損
金
算
入
額
に
つ
い
て

一
定
の
制
限
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
貸
倒
引
当
金
の
損
金
算
入

が
認
め
ら
れ
る
法
人
は
、
普
通
法
人

の
う
ち
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
金

の
額
が
１
億
円
以
下
の
法
人
な
ど
に

限
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
資
本
金
の

額
な
ど
が
５
億
円
以
上
の
大
法
人
と

の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人

な
ど
、
貸
倒
引
当
金
の
損
金
算
入
が

認
め
ら
れ
な
い
法
人
も
あ
り
ま
す
。

　

適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
金
銭
債
権

を「
個
別
評
価
金
銭
債
権
」と「
一
括

評
価
金
銭
債
権
」
に
区
分
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
繰
入
限
度
額
を
計
算
し
ま

す
。
そ
し
て
、
法
人
が
損
金
経
理
に

よ
り
貸
倒
引
当
金
に
繰
り
入
れ
た
金

額
の
う
ち
、
繰
入
限
度
額
に
達
す
る

ま
で
の
金
額
に
つ
い
て
、
損
金
算
入

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
完
全
支

配
関
係
が
あ
る
他
の
法
人
に
対
す
る

売
掛
債
権
等
に
つ
い
て
は
、
貸
倒
引

当
金
の
設
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑴　

個
別
評
価
金
銭
債
権

　

個
別
評
価
金
銭
債
権
と
は
、
法
人

が
そ
の
事
業
年
度
終
了
の
時
に
有
し

て
い
る
金
銭
債
権
に
係
る
債
務
者
に

つ
い
て
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

な
ど
の
一
定
の
事
由
が
生
じ
て
い
る

場
合
に
お
け
る
、
そ
の
金
銭
債
権
を

い
い
ま
す
。
繰
入
限
度
額
は
、
債
務

者
に
生
じ
た
事
由
に
よ
っ
て
異
な
り
、

回
収
不
能
見
込
額
の
50
％
～
１
０
０

％
に
な
り
ま
す
。

⑵　

一
括
評
価
金
銭
債
権

　

個
別
評
価
金
銭
債
権
以
外
の
金
銭

債
権
を
一
括
評
価
金
銭
債
権
と
い
い

ま
す
。
一
括
評
価
金
銭
債
権
に
対
す

る
貸
倒
引
当
金
の
繰
入
限
度
額
は
、

貸
倒
実
績
率
に
基
づ
く
計
算
方
法

と
、
法
定
繰
入
率
に
基
づ
く
計
算
方

法
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
法
定
繰
入

率
に
基
づ
く
計
算
方
法
は
、
中
小
法

人
な
ど
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

貸
倒
実
績
率
に
基
づ
く
計
算
方
法

は
、
法
人
が
そ
の
事
業
年
度
終
了
の

時
に
有
す
る
一
括
評
価
金
銭
債
権
の

帳
簿
価
額
に
貸
倒
実
績
率
を
乗
じ
て

計
算
を
し
ま
す
。【
算
式
１
参
照
】

　

法
定
繰
入
率
に
基
づ
く
計
算
方
法

は
、
法
人
が
そ
の
事
業
年
度
終
了
の

時
に
有
す
る
一
括
評
価
金
銭
債
権
の

帳
簿
価
額
か
ら
実
質
的
に
債
権
と
み

ら
れ
な
い
金
額
を
控
除
し
た
金
額
に

法
定
繰
入
率
を
乗
じ
て
計
算
を
し
ま

す
。【
算
式
２
参
照
】実
質
的
に
債
権

と
み
ら
れ
な
い
金
額
は
、
簡
便
計
算

で
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

税務面で 税務面で 
備える　備える　
取引先にもしもの取引先にもしもの
ことがあったら…ことがあったら…



3─ 6月号

　
　
　
貸
倒
損
失
　

　

法
人
の
有
す
る
金
銭
債
権
に
つ
い

て
、
更
生
計
画
認
可
の
決
定
な
ど
法

的
手
続
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
部
分
の
金
額
に
つ
い

て
は
、
そ
の
事
実
が
発
生
し
た
日
の

属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
貸
倒
れ

と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

法
人
の
有
す
る
金
銭
債
権
に
つ
い

て
、
そ
の
債
務
者
の
資
産
状
況
や
支

払
能
力
な
ど
か
ら
み
て
そ
の
全
額
が

回
収
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
明
ら
か
に
な

っ
た
事
業
年
度
に
お
い
て
貸
倒
れ
と

し
て
損
金
経
理
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
そ
の
金
銭
債
権
に
つ

い
て
担
保
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

担
保
物
を
処
分
し
た
後
で
な
け
れ
ば

貸
倒
れ
と
し
て
損
金
経
理
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
債
務
者
と
の
取
引
を
停
止

し
た
時
以
後
１
年
以
上
経
過
し
た
な

ど
、
債
務
者
に
つ
い
て
一
定
の
事
実

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
債
務

者
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
債
権
に
つ

い
て
は
、
法
人
が
そ
の
売
掛
債
権
の

額
か
ら
備
忘
価
額
を
控
除
し
た
残
額

を
貸
倒
れ
と
し
て
損
金
経
理
を
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

【算式１】貸倒実績率による繰入限度額の計算

繰入限度額 ＝ 期末の一括評価金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率

その事業年度開始
の日前 3年以内に
開始した各事業年
度の売掛債権等の
貸倒損失の額

+
その各事業年度の
個別評価分の貸倒
引当金繰入額の損
金算入額

－
その各事業年度の
個別評価分の貸倒
引当金戻入額の益
金算入額

×
12

左の各事業年度
の月数の合計数

その事業年度開始の日前 3年以内に開始した各事業年度終
了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額 ÷左の各事業年度の数

（小数点以下 4位未満切り上げ）

【算式２】法定繰入率による繰入限度額の計算

繰入限度額 ＝ 期末の一括評価金銭
債権の帳簿価額 － 実質的に債権とみら

れない金額 × 法定繰入率

⑴
　同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形がある場合の
その売掛金又は受取手形の金額のうち買掛金又は支払手形の金額に相当す
る金額

卸売業及び小売業
（飲食店業・料理
店業を含む）

10
1,000

⑵

　同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、その
買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその
売掛金又は受取手形の金額のうち、その裏書譲渡した手形(支払期日の到
来していないものに限る）の金額に相当する金額

製造業 8
1,000

金融業及び
保険業　　

3
1,000⑶ 　同一人に対する売掛金とその者から受け入れた営業に係る保証金がある

場合のその売掛金の額のうち保証金の額に相当する金額

⑷ 　同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその
売掛金の額のうち借入金の額に相当する金額

割賦販売小売業
並びに包括信用
購入あっせん業
及び個別信用購
入あっせん業　

7
1,000⑸ 　同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対

する受入金がある場合のその未収金の額のうち受入金の額に相当する金額

⑹ 　同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち買掛
金の額に相当する金額

その他 6
1,000⑺ 　使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合の

その貸付金の額のうち預り金の額に相当する金額

⑻
　専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとし
て借入金を計上した場合又は支払手形を振り出した場合のその受取手形の
金額のうち借入金又は支払手形の金額に相当する金額

⑼ 　同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合の
その未収地代家賃の額のうち敷金の額に相当する金額



6 月号─4

　ボールペンなどのような事務用品や作業
用の手袋といった作業用消耗品について、
毎月ほぼ一定量を消費するため、在庫が少
なくなった時点で購入する会社もあるかと
思われます。このような場合、物品の購入
費用を購入時の損金として処理をしても良
いのでしょうか。
　消耗品などについても、商品や製品とい
った棚卸資産と同様に、消費した日の属す
る事業年度の損金の額に算入することが原
則なので、期末時点で未使用である分につ
いては、資産計上すべきものになります。
しかし、法人が事務用消耗品、作業用消耗
品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品
などの棚卸資産について、各事業年度にお
おむね一定数量を取得し、かつ、経常的に
消費するものに限り、継続適用を要件とし
て、その物品の取得に要した費用の額を、

その取得をした日の属する事業年度の損金
の額に算入することが認められます。
　他方、会社によっては、毎月大量に収入
印紙を購入し、使用する場合もあると思い
ますが、このような場合は、同様の処理は
認められません。取得に要した費用の額を
取得日の属する事業年度の損金の額に算入
することが認められるのは、事務用消耗品
や作業用消耗品などの棚卸資産に限られて
います。収入印紙は印紙税の納付や国が行
う事務手数料の支払いなどの際に用いられ
る一種の証票であり、棚卸資産には該当し
ません。そのため、期末に未使用の収入印
紙については、資産計上する必要がありま
す。郵便切手や商品券なども、同様の取り
扱いになります。
　なお、広告宣伝用印刷物であっても、有
償で取引先に配布するカタログやノベルテ
ィ、サンプルなどについては、通常の商品
と同様に期末に未配布・未使用のものがあ
れば棚卸資産として資産計上する必要があ
ります。

毎月一定量購入する物品の 
経理処理

は
、
損
金
算
入
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ

な
い
も
の
が
あ
り
、
損
金
算
入
さ
れ

る
租
税
公
課
に
つ
い
て
は
、
損
金
算

入
の
時
期
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
租
税
に
つ

い
て
は
、
納
税
申
告
書
を
提
出
し
た

事
業
年
度
に
損
金
算
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
従
っ
て
事
業
税
は
、
未

払
計
上
し
た
事
業
年
度
で
は
な
く
、

申
告
書
を
提
出
し
た
事
業
年
度
に
損

金
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
消
費
税
に
つ
い
て
税
込
経
理
方
式

を
選
択
適
用
し
た
場
合
、
納
付
す
べ

き
消
費
税
等
の
額
は
租
税
公
課
と
し

て
損
金
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

消
費
税
等
の
損
金
算
入
時
期
も
原
則

と
し
て
申
告
書
が
提
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　公共施設や上下水道などの行政サービス
の活動費に充てる目的で、その地域に住む
個人に課す地方税が個人住民税です。個人
住民税には都道府県民税と市区町村民税が
あり、各市区町村に一括して納税を行いま
す。また、令和6年度からは森林環境税も
合わせて課税されています。
　個人住民税の納付方法には普通徴収と特
別徴収があります。普通徴収は、市区町村
から送付される納税通知書に従って、納税
義務者が市区町村に納める方法です。特別
徴収は、給与の支払いをする会社などに納
税通知書（特別徴収税額通知）が送られ、
納税通知書を受け取った者が納税義務者か
ら税金を徴収して納税をする方法です。
　個人住民税は、前年分の所得を基に算定
されて、おおむね5月ごろに納税通知書が
送付されます。そして6月から納税をする
ことになります。

6月の税務 ピックアップ  
 個人住民税の納付


